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第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 １．環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

   「環境影響評価法」第 16条の規定に基づき，当社は環境保全の見地からの意見を求める

ため，環境影響評価準備書を作成した旨及びその他事項を公告し，環境影響評価準備書及

び要約書を公告の日から起算して 35日間縦覧に供した。 

 

  （１）公告の日 

     平成 24年 3月 29日（木） 

 

  （２）公告の方法 

    ① 平成 24年 3月 29日（木）付けの次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。（資料１） 

      ・四国新聞（朝刊）         22 面 

      ・読売新聞（香川版，朝刊）     33 面 

      ・毎日新聞（香川版，朝刊）     27 面 

      ・朝日新聞（香川版，朝刊）     31 面 

      ・産経新聞（香川版，朝刊）     26 面 

      ・日本経済新聞（四国経済版，朝刊） 43面 

    ② 上記の公告に加え，次の「お知らせ」を実施した。 

      ・平成 24年 4月 1日付け発行の自治体広報誌 

       （ⅰ）坂出市の広報誌「広報さかいで」 平成 24年 4月号（資料２－１） 

       （ⅱ）宇多津町の広報誌「広報うたづ」 平成 24年 4月号（資料２－２） 

      ・香川県のホームページ及び当社のホームページ（平成 24年 3月 29 日（木） 

       から平成 24年 5月 16 日（水）まで掲載）（資料３－１，３－２） 

 

  （３）縦覧場所 

     自治体庁舎 3箇所，当社事業場 1箇所の計 4箇所にて縦覧を実施した。 

      自治体庁舎：坂出市役所（坂出市室町 2丁目 3番 5号） 

            宇多津町役場（綾歌郡宇多津町 1881 番地） 

            香川県庁（高松市番町 4丁目 1番 10号） 

      当社事業場：坂出発電所（坂出市番の州町 2番地） 

 

  （４）縦覧期間 

    平成 24年 3月 29日（木）から平成 24年 5月 2日（水）まで縦覧を実施した。 

    ・坂出市役所 ：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土，日曜日，祝日を除く） 

    ・宇多津町役場：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土，日曜日，祝日を除く） 

    ・香川県庁  ：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土，日曜日，祝日を除く） 

    ・坂出発電所 ：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（土，日曜日，祝日も実施） 

     なお，坂出発電所においては，縦覧期間終了後も平成 24年 5月 16日（水）まで縦

覧を実施した。 
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  （５）縦覧者数（縦覧者名簿記入者数） 

     総 数          21 名 

     （内訳）坂出市役所    8 名 

         宇多津町役場   1 名 

         香川県庁     0 名 

         坂出発電所    12 名 

 

 

２．環境影響評価準備書についての説明会の開催 

   「環境影響評価法」第 17条の規定に基づき，環境影響評価準備書の記載事項を周知する

ための説明会を開催した。 

   説明会の開催の公告は，環境影響評価準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（資料１） 

 

  （１）開催日時 

     平成 24年 4月 18日（水） 午後 6時 30分から午後 8時 22分まで 

 

  （２）開催場所 

     坂出市民ホール（坂出市京町 2丁目 1番 13号） 

 

  （３）来場者数 

     92 名 

 

 

３．環境影響評価準備書についての意見の把握 

   「環境影響評価法」第 18条の規定に基づき，当社は環境保全の見地からの意見を有する

者の意見書の提出を受け付けた。 

 

  （１）意見書の提出期間 

     平成 24年 3月 29日（木）から平成 24年 5月 16 日（水）までの間 

     （縦覧期間及びその後 2週間） 

 

  （２）意見書の提出方法 

     ① 当社への郵送による書面の提出（資料４－１） 

     ② 説明会での質問票の提出及び口頭意見（資料４－２） 

 

  （３）意見書の提出状況 

     ・郵送による意見書 1通（意見数 3件） 

     ・説明会での質問票の提出及び口頭意見 1件（質問票の提出 1件） 
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第２章 環境影響評価準備書について提出された意見の概要と当社の見解 

 

   「環境影響評価法」第 18条第 1項並びに第 19条の規定に基づく，環境影響評価準備書

についての意見の概要及びこれに対する当社の見解は，次のとおりである。 

 

環境影響評価準備書について提出された意見の概要と当社の見解 

１．事業計画 

意見の概要 当社の見解 

(1) 

 

ＬＮＧへのリプレースには，環

境面から賛成である。 

本事業の実施に当たっては，環境影響評価準備書

に記載した環境保全措置を確実に実施し，環境に十

分配慮して計画を進めてまいります。 

 

２．水環境 

意見の概要 当社の見解 

(1) 前回の坂出発電所1号機リプレ

ース計画環境影響評価書にて予

測した以下の項目に関する実績

について，データを示した上で説

明をお願いしたい。 

 

① 1 号機リプレース工事中の工

事排水による水の濁りについ

て，工事排水の水質測定結果，

処理方法，また仮設タンク内貯

留水の水質測定結果，処理方法

② 1 号機リプレース後の総合排

水処理装置出口での一般排水

の水質測定結果及び冷却水（温

排水）の水質・水温測定結果 

① 1 号機リプレース工事中における工事排水の水

質測定結果については，浮遊物質量を週 1 回，総

合排水処理装置出口及び仮設排水処理装置出口で

測定し，処理基準とした香川県生活環境の保全に

関する条例による上乗せ排水基準を下回っていた

ことを確認しております。 

(単位:mg/ℓ)

実績値
香川県条例
上乗せ基準

実績値
香川県条例
上乗せ基準

総合排水処理
装置出口

4.7 2.6

仮設排水処理
装置出口

59 45.3

注：日間平均の実績値とは，工事期間中の日間平均データの
　　最大値を示す。

70以下

測定
項目

90以下

日間平均
測定個所

浮遊
物質量

最 大

 

工事排水の処理方法については，機器類の洗浄

排水等は，総合排水処理装置においてｐＨ調整，

集合沈殿，中和，凝集沈殿，油分除去処理を実施

し，また建設工事排水や雨水排水等は，仮設排水

処理装置においてｐＨ調整，凝集沈殿処理を実施

した上で，公共排水路を経由して海域に排出いた

しました。 

なお，仮設タンクは，建設工事排水や雨水排水

等を一時的に貯留するためのタンクであり，この

貯留水については，仮設排水処理装置にて処理す

ることから，水質管理は仮設排水処理装置出口で

行っており，仮設タンクでの水質測定は実施して

おりません。 
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意見の概要 当社の見解 

(1)  （前ページからの続き） 

② 1 号機リプレース後の総合排水処理装置出口で

の一般排水の水質及び冷却水（温排水）の水質・

水温測定結果は，以下のとおりです。 

  一般排水の水質については，化学的酸素要求量，

窒素含有量を月 2 回，燐含有量を年 1 回測定して

おり，その結果，香川県，坂出市及び宇多津町と

締結している公害防止覚書の協定値を H22 年度，

H23 年度とも下回っていることを確認しておりま

す。また，冷却水（温排水）の水質については，

放水口において残留塩素濃度を 1 日 1 回測定，水

温については，取放水口の温度差を連続監視して

おり，いずれも協定値を H22 年度，H23 年度とも

に下回っていることを確認しております。 

  なお，1 号機リプレース後の環境監視計画に基

づく測定結果については，新設 1 号機が運転を開

始した H22 年度以降のデータを当社ホームページ

等に掲載し，公表しております。 

 

単位 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度

17 9.4

15 8.4
(5.6) (4.7)

51 62

40 54
(25) (29)

mg/ℓ 0.058 0.090 1回/年

- 検出されず 検出されず 1回/日

8.1 8.5

1号機 3.9 4.0

2号機 3.0 3.8

3号機 2.5 3.4

4号機 3.3 3.3

温度差
連続
測定平均

7

測　定　項　目
実績値

協定値

　　２．放水口残留塩素が「検出されないこと」とは、DPD比色法（JIS K
　　　　0102工場排水試験方法）による検出限界値（0.05mg/ℓ）未満とな
　　　　るよう管理することである。

 残留塩素
検出されない

こと

冷却水
(海水)

最大 50

一般排水

測定
頻度

℃

2回/月

2回/月

最大 10

注：１. 日間平均の実績値とは，各年度の日間平均データの最大値を示す。
　　　　なお，( )内 は年間を通じた平均的な値を示す。

燐含有量

化学的酸素
要求量

窒素含有量

最大 1

最大 110

日間平均 30

日間平均 60

mg/ℓ

mg/ℓ
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意見の概要 当社の見解 

(2) 坂出発電所2号機リプレース計

画環境影響評価準備書に記載さ

れている以下の項目について，説

明をお願いしたい。 

 

① 2 号機リプレース工事中の工

事排水による水の濁りについ

て，総合排水処理装置と仮設排

水処理装置での処理方法，また

各装置出口での水質測定方法 

② 2 号機リプレース後における

プラント排水の処理方法と水

質測定方法，また冷却水（温排

水）の水質・水温測定方法 

③ 2 号機リプレース後の水質等

に関する測定結果の情報公開

方法 

① 2号機リプレース工事中の工事排水については，

機器類の洗浄排水等は，総合排水処理装置におい

てｐＨ調整，集合沈殿，中和，凝集沈殿，油分除

去処理を実施し，建設工事排水や工事エリア内の

雨水排水等は，仮設排水処理装置においてｐＨ調

整，凝集沈殿処理を実施，また工事エリア外の雨

水排水等は，仮設沈殿池において沈降処理を実施

いたします。 

水質測定については，総合排水処理装置出口，

仮設排水処理装置出口，仮設沈殿池出口において，

浮遊物質量に関する水質測定を週 1 回実施する計

画としております。 

② プラント排水は，総合排水処理装置において

ｐＨ調整，集合沈殿，中和，凝集沈殿，油分除去

処理の他，必要に応じて窒素除去処理を実施した

上で，公共排水路を経由して海域に排出いたしま

す。 

水質測定については，化学的酸素要求量，窒素

含有量に関して月２回，燐含有量に関して年１回

実施する計画としております。 

また，冷却水（温排水）の水質については，放

水口において残留塩素濃度を 1 日 1 回測定し，水

温については，取放水口の温度差を連続監視する

こととしております。 

③ 坂出発電所 2 号機リプレース計画環境影響評価

準備書 p8.2-36～37 に記載した工事中及び新設 2

号機運転開始後の環境監視計画に基づく大気環

境，水環境、廃棄物等の測定結果については，当

社ホームページに掲載し，公表することとしてお

ります。 
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３．動物 

意見の概要 当社の見解 

(1) 温排水によるシラスウナギへ

の影響については，坂出発電所 1

号機リプレース計画環境影響評

価書では，発電所からの温排水は

河川まで及ばないため影響が少

ないとの見解であったが，シラス

ウナギは海域から河川に遡上す

るため，海域での生息環境も重要

視されるべきである。 

また，最近では熱帯地域のウナ

ギが日本でも繁殖しており，その

結果在来種の Anguilla japonica
が激減しているとの報告もある。

発電所付近で海水温度が 3～

4℃上昇するのであれば，長期的

に見ればシラスウナギへの影響

は大きいと考えられるため，御社

にて海域におけるシラスウナギ，

親ウナギに対する影響について

調査と報告をお願いしたい。 

 

ウナギは，マリアナ諸島西方海域の産卵場で孵化

後，海流に運ばれながら葉形幼生を経てシラスウナ

ギとなって各地に接岸し，河川を遡上して成長する

と言われています。1 号機リプレース計画環境影響

評価書でも記載したとおり，発電所からの温排水に

よる海水温度の 1～3℃上昇域（以下、温排水拡散範

囲。準備書 p8.1.2-101 第 8.1.2.1-37 図(1））は，

シラスウナギの遡上対象となる綾川等の河川までは

及ばないことから，シラスウナギの河川遡上及び河

川での成長過程に及ぼす温排水の影響は少ないと考

えております。 

また，温排水拡散シミュレーションで 3℃上昇域

となる発電所取水口付近における海水温度の測定結

果（準備書 p8.1.2-33 第 8.1.2.1-7 図）によると，

周辺海域でのシラスウナギの遡上期間とされる2～4

月の月平均値は 9～13℃程度となっており，シラス

ウナギの生息水温条件（最適水温 9～15℃，(社)日

本水産資源保護協会他）に適合していることから，

シラスウナギが河川遡上前に温排水拡散範囲を利用

したとしても，生息に支障を及ぼすものではないと

考えられます。 

さらに 2 号機リプレース後の温排水による海水温

度の上昇域は現状よりも小さくなることから，当社

としては，温排水が発電所周辺海域のシラスウナギ

に及ぼす影響は少ないものと考えております。 

なお，熱帯性の種を含む移入種の国内での分布状

況の変化については十分な情報がなく，これらによ

るウナギ（Anguilla japonica）への影響は明確では

ありませんが，漁業統計等から近年ウナギの資源量

は種全体として大きく減少しているとみられてお

り，シラスウナギを含む現地でのウナギの生息につ

いても，同様の傾向にあることが考えられます。 
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（資料１） 

 

日刊新聞紙に掲載した公告内容 

 

 

 

  ○ 平成 24年 3月 29日（木）掲載 

    ・四国新聞（朝刊）         22 面 

    ・読売新聞（香川版，朝刊）     33 面 

    ・毎日新聞（香川版，朝刊）     27 面 

    ・朝日新聞（香川版，朝刊）     31 面 

    ・産経新聞（香川版，朝刊）     26 面 

    ・日本経済新聞（四国経済版，朝刊） 43面 
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（資料２－１） 

 

「広報さかいで」4月号に掲載したお知らせ 
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（資料２－２） 

 

「広報うたづ」4月号に掲載したお知らせ 
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（資料３－１） 

 

香川県ホームページに掲載したお知らせ 
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（資料３－２） 

 

当社ホームページに掲載したお知らせ 

 

 ○ 平成 24年 3月 29 日（木）から平成 24年 5月 16日（水）まで掲載 
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（別紙４－１） 

 

郵送による意見書（様式） 
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（資料４－２） 

 

説明会での質問票（様式） 
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